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○土佐町情報公開条例施行規則 

平成13年８月28日規則第６号 

土佐町情報公開条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は、土佐町情報公開条例（平成13年条例第３号。以下「条例」という。）の施行

に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（用語） 

第２条 この規則で使用する用語の定義は、条例で使用する用語の例による。 

（開示請求書） 

第３条 条例第６条の規定による請求書の提出は、開示請求書（様式第１号）とする。 

（任意開示の申出等） 

第４条 条例第11条に規定する情報の任意開示の申出は、任意開示申出書（様式第２号）により行

うものとする。 

２ 前項の申出があった場合における開示するかどうかの回答は、任意開示申出に対する回答書（様

式第３号）により行うものとする。 

（開示決定の通知等） 

第５条 条例第12条第２項及び第３項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、

当該各号に定める通知書により行うものとする。 

(１) 情報の全部を開示する旨の決定 開示決定通知書（様式第４号） 

(２) 情報の一部を開示する旨の決定 部分開示決定通知書（様式第５号） 

(３) 情報の全部を開示しない旨の決定（該当情報を保有していないときを含む。） 不開示決

定通知書（様式第６号） 

(４) 情報の存否を明らかにしないで請求を拒否する旨の決定 開示請求拒否処分決定通知書

（様式第７号） 

２ 条例第12条第４項の規定による通知は、開示決定期間延長通知書（様式第８号）により行うも

のとする。 

（第三者保護に関する通知） 

第６条 条例第13条第１項又は第２項の規定により第三者から意見書の提出を求めるときは、開示

に係る意見照会通知書（様式第９号）により行うものとする。 

２ 前項の定めによる第三者からの情報開示にかかる意見回答は原則として、開示に係る意見回答
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書（様式第10号）によるものとする。 

３ 条例第13条第３項の規定による通知は、開示決定等第三者通知書（様式第11号）により行うも

のとする。 

（閲覧の方法等） 

第７条 情報の閲覧は、第５条第１項第１号又は第２号の通知書により指定した日時及び場所にお

いて行うものとする。 

２ 情報を閲覧する者は、当該情報の原本を改変し、汚損し、又は破損してはならない。 

３ 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、情報

の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。 

（情報の写しの交付等） 

第８条 情報の写しの交付部数は、原則として、開示請求１件につき１部とする。 

２ 条例第15条の規定による情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表に定めるところ

による。 

３ 前項に定める費用は、全額前納とする。 

（簿冊件名目録） 

第９条 実施機関は、条例第19条に規定する資料の提供手段として簿冊件名目録を作成し、情報公

開窓口に置くものとする。 

２ 簿冊件名目録は、毎年１回以上作成するものとする。 

（運用状況の公表） 

第10条 条例第21条の規定による条例の運用状況の公表は、毎年９月末日までに町広報紙に掲載す

ること等により行うものとする。 

２ 前項の規定による公表は、前年度分の情報の開示について、次に掲げる事項を明らかにして行

うものとする。 

(１) 情報開示の請求状況 

(２) 情報開示（部分開示を含む。）又は不開示（請求の拒否を含む。）の決定状況 

(３) 前２号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項 

（委任） 

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。 

附 則 

この規則は、平成13年９月１日から施行する。 
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別表（第８条関係） 

情報の写しの交付 費用の額等 

写しの作

成 

町に備え付けの複写機

によるもの 

モノクローム Ａ３判以下の１枚（片面）につき 20円

Ａ２判以下の１枚（片面）につき100円

Ｂ２判以下の１枚（片面）につき200円

Ａロール１枚  （片面）につき300円

カラー ― 

外部委託によるもの 作成に要した費用の額 

写しの送付 郵便法（昭和22年法律第165号）に定める

郵便物の料金に相当する郵便切手 
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様式第１号（第３条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第４条関係） 
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様式第４号（第５条関係） 
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様式第５号（第５条関係） 
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様式第６号（第５条関係） 

 



11/16 

様式第７号（第５条関係） 

 



12/16 

様式第８号（第５条関係） 
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様式第９号（第６条関係） 
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様式第10号（第６条関係） 
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様式第11号（第６条関係） 

 


